
 
 
制度概要 
 
【不足額給付Ⅰ】 
 令和６年度に実施した松前町定額減税調整給付金（以下、「当初調整給付」という。）
は、令和６年６月３日時点で入手可能な令和５年中の所得等をもとに推計した所得税額
により算出していたことから、令和６年分の所得税額や定額減税の実績額等が確定した
後に算出する本来給付すべき額と当初調整給付において支給した額（以下、「当初調整
給付額」という。）との間で不足が生じる方に対し、その不足額を支給します。 
 
【不足額給付Ⅱ】 
 本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付(※)の支
給対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方などに支給します。 
※低所得世帯向け給付 
 ・令和５年度住民税非課税世帯への給付（７万円） 

・令和５年度住民税均等割のみ課税世帯への給付（10 万円） 
・令和６年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯への給

付（10 万円） 
 

支給対象者 
 
【不足額給付Ⅰ】 
 令和６年分所得税額および定額減税の実績額等の確定により、本来給付すべき額と当
初調整給付額との間で差額（不足）が生じた方 
 
＜支給対象となりうる方（例）＞ 
 ・令和５年中の所得に比べ、令和６年中の所得が減少したことにより、令和６年分

推計所得税額（令和５年所得）＞令和６年分所得税額（令和６年所得）となった
方 

・令和６年中にこどもの出生等により、扶養親族等が増加した方 
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和６年度個人住民税所得割額

が減少した方 
 



【不足額給付Ⅱ】 
 次のア～ウの要件をすべて満たす方 
 ア 令和６年分所得税および令和６年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額

が０円である方 
イ 税制度上、扶養親族等から外れてしまう方 
ウ 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方 

＜支給対象となりうる方（例）＞ 
 ・青色事業専従者、事業専従者（白色） 

・合計所得金額４８万円超の方 
 

  上記のほか、不足額給付Ⅱの例外として、次のＡ・Ｂ・Ｃのいずれかに該当し、
かつ、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方は
支給対象者となる場合があります。 
 該当すると思われる方は申請が必要となりますので、まずは税務会計課税務係へ
お問い合わせください。 

  Ａ 令和５年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になった
ものの、令和６年所得において合計所得金額が４８万円を超える者または青
色事業専従者等（税制度上「扶養親族」から外れてしまう者）であったた
め、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった方 

 
  Ｂ 令和５年所得において、合計所得金額が４８万円を超える者または青色事

業専従者等（税制度上「扶養親族」から外れてしまう者）であったため、扶
養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和６年
所得において合計所得金額４８万円以下であったため、扶養親族として所得
税の定額減税の対象になった方 

 
  Ｃ 令和５年所得において、合計所得金額が４８万円を超える者または青色事

業専従者等（税制度上「扶養親族」から外れてしまう者）で、本人として当
初調整給付の給付対象者であり、令和６年所得においても、引き続き合計所
得金額が４８万円を超える者または青色事業専従者等であるものの、本人と
しても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった方 

 
 
 
 

  



支給額 
   
【不足額給付Ⅰ】 
 令和６年分所得税額および定額減税の実績額等の確定により、本来給付すべき額と当
初調整給付額との間で生じた差額（不足額）を支給します。 
 
 算定式 
  本来給付すべき額 － 当初調整給付額 ＝ 不足額給付額 

 
   
【不足額給付Ⅱ】 
 ４万円（令和６年１月１日時点で国外に居住されていた方は３万円） 
※不足額給付Ⅱの例外（Ａ、Ｂ、Ｃ）のいずれかに該当する方は１～３万円 
  

 

手続方法 
 松前町では、支給対象者および支給対象者となりうる方に、７月上旬から順次書類を
送付しておりますが、確認書等が届いていない方で、支給対象者に該当すると思われる
方は、支給対象者の要件をご確認のうえ、役場税務会計課へお問い合わせください。 
   
 

 
  
   
 
   



支給時期 
 町が受理した日から約３週間から４週間程度で支給予定です。対象となる方には支給
予定日を記載した「支給のお知らせ」を送付します。 
   

申請期限 
 確認書または申請書の提出期限は、令和７年１０月３１日（消印有効）です。 
   

お問い合わせ先 
 〒０４９－１５９２ 

松前町字福山２４８番地１ 
税務会計課税務係 
電話 ０１３９－４２－２６２２ 

   

【注意】給付金を装った詐欺にはご注意を! 
 ご自宅や職場などに市や国の職員などをかたった不審な電話等があった場合は、役場
や警察署、警察相談電話（＃９１１０）にご相談ください。 

  
  


